
事業活動には、 会社・ 商店・ 事務所・ 飲食店・ 工場など 営利を 目的と するも ののほか、 病院・
社会福祉施設・ 官公庁・ 学校やＮ Ｐ Ｏ など も 含まれます。
法人・ 個人の別や業種・ 規模は問いません。

事業ごみと は？
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  菊陽町は、

2 0 5 0 年温室効果ガスの実質ゼロを目指す

「 ゼロカーボンシティ ー」 を宣言しています。

廃棄物、海洋プラスチッ クごみ、地球温暖化などの環境問題は、

私たちが身近に取り 組む事ができる課題です。

持続可能な循環社会を形成し 、未来の地球を守るため、

資源を大切にし 、ごみ減量につなげましょう 。

これはSD Gsの上記の目標に合致しています。





　 事業活動に伴っ て生じ たごみのう ち、 菊池市、 合志市、 大津町、 菊陽町で設立し ている 菊

池広域連合の菊池環境工場（ ク リ ーンの森合志）及び環境美化センタ ーに搬入でき るごみは『 事

業系一般廃棄物』 になり ます。



（ ※菊池広域連合菊池環境工場及び環境美化センタ ーには搬入できません。）



可燃ご み産業廃棄物 資源物

事業ごみは発生し た時点で、 次の３ 種類を 基本と し て、 処分先や処分方法ごと に分別し まし ょ う 。

適 正 処 理 の 第 一 歩 は 分 別

■ 事 業 ご み の 種 類
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廃棄物
（ ４ページ） 

古布、洋服類
(天然繊維のものに限る。)
再生利用できる紙
(段ボール、本、ノ ート )

①燃やすごみ

生ごみ・ 茶がら

再生利用できない紙（ 名刺サイズ

よりも 小さ い紙、飴の包み紙等）

使った後のティッシュペーパー

剪定枝（ 直径1 0 cm 以下、

長さ 5 0ｃ ｍ以下）

刈り 草（ 土は除去）、落ち葉

②可燃性粗大ごみ

木製家具（ 金属、プラスチック

が付いていないもの）

剪定枝（ 直径1 0 cm 以下、長さ 3 m 以下）

廃プラスチック類、金属く ず、ガラス・ 陶磁器く ず、
飲料用缶・ びん・ ペット ボト ルなど

事業系廃棄物（ 事業ごみ）の処理方法

事業系一般廃棄物



産業廃棄物は菊池広域連合　 環境工場
のごみ処理施設に搬入でき ません

産業廃棄

「 事業系一般廃棄物」の搬入先は、菊池市、合志市、大津町、菊陽町が共同で設置し ている①菊池広域

連合　 環境工場（ 菊池環境工場クリ ーン の森合志、環境美化センタ ー）と ②民間の処理施設があり ま

す。

一般廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、ごみが発生し た時点で分別を適正に行ってく ださ い。

自ら 搬入する場合は、適切に分別し 、持ち込んでく ださ い。

②の民間の処理施設に持ち 込む場合は、菊陽町が一般廃棄物処理実施計画に記載し ている 民間の処

理施設に限ら れますので菊陽町に確認の上、直接民間の施設にお問い合わせく ださ い。

事業系一般廃棄物の処理を依頼する場合は、菊陽町が許可し

た「 収集運搬業者」に収集を依頼（ 契約）し てく ださ い。

ごみの収集・ 運搬の許可を持たない業者がそれら の行為を行

う こと は、法律で禁止さ れています。

また、「 収集業者」への委託料は、業者によって異なります。契

約を行う 際には、料金、収集時間、収集回数、収集量、分別方

法等の事項について、確認をお願いします。

※菊池広域連合　 環境工場……菊池市、合志市、大津町、菊陽町において一般廃棄物処理施設を共同で設置し ています。

　「 燃やすごみ」「 可燃性粗大ごみ」は菊池環境工場クリーンの森合志で、「 資源物」は環境美化センターで処理さ れます。

物処理許可業者に処理を 委託する など 適正に

処理し てく ださ い。

相談先

産業廃棄物の処理業者などの
問い合わせ先

■ 事 業 者 の 責 務  ( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（ 以下、 廃棄物処理法と いう 。 ） 第3 条)

※法令により 、全ての事業ごみについて 、自ら の責任において適正に処理する 必要があり ます。

自ら 処理するか、

処理委託を1 2 3 4
　 事 業ご みは自ら 処理
する か、 許可を 受け た
処理業者に 委託し て 処
理 ( 収集・ 運搬、 処分 )
してく ださ い。

事業ごみの

リ サイクルと 減量を

　 事 業 ご みのリ サイ ク
ル を 積 極 的 に 推 進し 、
そ の減 量に 努めてく だ
さ い。

製造、販売等の

際には工夫を

　 物の製造、 加工、 販売
等に当たっては、 処理や
リ サイクルがし やすい製
品・ 容器等を つく ると と
もに、 廃棄する場合の処
理方法について情報提供
をしてく ださ い。

国や自治体の

施策に協力を

　 事業ご みの減量や適
正 な 処 理 等 に 関 し て、
国や自治体が行う 施策
に協力をお願いし ます。

（ 一社）熊本県産業資源循環協会

0 9 6‐ 2 1 3‐ 3 3 5 6

環境美化センタ ー

0 9 6‐ 2 9 3‐ 1 2 2 2

事業系一般廃棄物の処理業者などの問い合わせ先
菊陽町環境生活課

0 9 6‐ 2 3 2‐ 2 1 1 4

菊池環境工場
クリーンの森合志

0 9 6‐ 2 4 8‐ 0 3 3 0
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菊池広域連合　 環境工場等に持ちこ む場合

菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）で受け入れます。



　 破砕機を 使って紙を引きちぎっ

たり 、大型シュレッダーを使って紙

を 切り 刻んだり する方法です。誰

が運搬するのかにより 右の3種類

に細分化さ れます。

　 破砕（ 断裁）後は製紙工場に持

込み、溶解処理を 経てリ サイク ル

さ れます。

出張破砕機や大型シュレッ ダーを 搭載し た
ト ラック が事業者の元へ出向き 事業者の目
の前で破砕（ 裁断）し ます。



菊池広域連合

資源
（ リ サイクルでき ない紙）

紙と し て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

菊池広域連合　 環境美化センタ ーへ搬入さ れる際は、 45ℓ の袋に入る大きさ

に切って出し てく ださ い。

非感染性の事業系紙おむつで次の条件のも のに限り 受け入れます。

①感染性と 非感染性が排出元で明確に区分さ れているこ と 。（ 場合によっては、 受入前に

現地での確認を求めます。）②汚物を取り 除いたも のであること 。



資源
（ リ サイク ルできない紙）

防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境
美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

資源
（ リ サイク ルできない紙）

香り が付いた紙は、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化セ
ンタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 出し てく ださ い。

防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境
美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

資源
（ リ サイク ルできない紙）

防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境
美化センタ ーで受け入れできます。 ただし 、再生可能な紙と は分けて、軽く 洗っ
て出し てく ださ い。

（ 例） ファッ ク ス用紙、 レシ ート など。 紙と し て再生でき ませんが、 菊池広域
連合　 環境美化センタ ーで受け入れできます。 ただし 、 再生可能な紙と は分
けて出し てく ださ い。

非感染性の事業系紙おむつで次の条件のも のに限り 受け入れます。

①感染性と 非感染性が排出元で明確に区分さ れているこ と 。（ 場合によっては、 受入前に

現地での確認を求めます。）②汚物を取り 除いたも のであること 。



資源
（ リ サイク ルでき ない紙）

内側に防水加工をし てあるため、 紙と し て再生できませんが、 菊池広域連合
　 環境美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。



ビニールを取り 除き紙だけにすれば、菊池広域連合　 環境美化センタ ーで一廃

「 資源物（ 紙）」とし て受け入れます。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

内側に防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合
　 環境美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

内側に防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合
　 環境美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

一部紙と し て再生でき ないも のも あり ますが、 菊池広域連合　 環境美化セン

タ ーで受け入れできます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。



資源
（ リ サイク ルでき ない紙）

香り が付いた紙は、 紙と し て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化セ
ンタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルでき ない紙）

天然繊維のも のに限り 、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れできま
す。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。
ビニール加工し てあるも のは、 産廃「 廃プラ 」 と なります。

資源
（ リ サイク ルでき ない紙）

香り が付いた紙は、 紙と し て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化セ
ンタ ーで受け入れできます。
ただし 、 中身を使い切って、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルでき ない紙）

香り が付いた紙は、 紙と し て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化セ
ンタ ーで受け入れできます。 ただし 、再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。
外側の包装フィ ルム ( ビニール製 ) は産廃「 廃プラ 類」 です。

「 燃やすごみ」とし て受け入れます。ただし 、天然素材のも のに限り ます。ビニー

ル加工し てあるも のは、産廃「 廃プラ 類」と なります。



資源
（ リ サイク ルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。





資源
（ リ サイク ルできない紙）

FAX専用のロール紙（ 感熱紙）を想定し ています。紙とし て再生できませんが、菊池
広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れできます。ただし 、再生可能な紙と は分け
て出し てく ださ い。コピー用紙を使用さ れている場合は、「 資源物（ 紙）」です。



ビニールの部分を 取り 除けば、菊池広域連合　 環境美化センタ ーで一廃「 資源

物（ 紙）」とし て受け入れます。

資源
（ リ サイクルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

ビニールを取り 除き紙だけにすれば、菊池広域連合　 環境美化センタ ーで一廃

「 資源物（ 紙）」とし て受け入れます。

長さ 3m 以内のも のに限り ます。
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菊池広域連合　 環境工場へは産業廃棄物の他、 以下のも のは搬入できません。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

内側に防水加工をし てあるため、 紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合
　 環境美化センタ ーで受け入れできます。
ただし 、 再生可能な紙と は分けて、 軽く 洗って出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。

資源
（ リ サイク ルできない紙）

紙とし て再生できませんが、 菊池広域連合　 環境美化センタ ーで受け入れで

きます。 ただし 、 再生可能な紙と は分けて出し てく ださ い。



事業系廃棄物（ 事業ごみ）に関するQ＆A

たと え少量であっ ても 、 事業活動に伴っ て生じ る 廃棄物の収集は菊陽町ではおこ なっ てい

ません。 事業系一般廃棄物と 産業廃棄物を 分別し たう え、 それぞれ適正に処理し てく ださ

い。 なお、 事業活動に伴っ て生じ る 廃棄物を 家庭ごみの集積所に出す行為は、 不法投棄と

みなさ れる場合があり ますので、 絶対にやめてく ださ い。

事業所から 排出さ れるプラスチック 類はすべて産業廃棄物です。産業廃棄物の処理業者と 契

約をし て、適正に処理し てく ださ い。菊池広域連合　 環境工場等へは搬入できません。

天ぷら 油は産業廃棄物の「 廃油」 にあたり ます。 産業廃棄物の処理事業と 契約を し て、 適

正に処理し てく ださ い。 菊池広域連合　 環境工場等へは搬入でき ません。



菊陽町では、 事業系廃棄物は家庭ごみと 異なり 収集はし ていません。 事業者が自ら 処理す

るか、 廃棄物処理業許可業者に委託や依頼を し て処理し なければなり ません。 自社のごみ

であれば、 処理施設へ自ら 持ち込むこ と も でき ます。

産業廃棄物の処理許可業者は（ 一社） 熊本県産業資源循環協会（ TEL096-213-3356） に

お問い合わせく ださ い。 事業系一般廃棄物処理業許可業者は、 菊陽町で許可を 出し ていま

す。 次の担当課にお問い合わせく ださ い。

・ 菊陽町環境生活課  TEL096－232－2114

事業系一般廃棄物の菊池広域連合　 環境工場等への搬入料金は、 10kgまでは200円に消費

税を 加算し た額、 10k g を 超えた場合は10k g ごと に200円を 加算し た額に消費税を 加算し

た額が搬入料金と なり ます。

菊池広域連合　 環境工場等へ搬入でき る のは事業系一般廃棄物のみと なり ます。 産業廃棄

物は搬入でき ませんので、 ご注意く ださ い。

産業廃棄物も 菊池広域連合　 環境工場等へ搬入でき ますか？

直接、 菊池広域連合　 環境工場等へ搬入し た場合の料金はいく ら ですか？



●生活から 発生する家庭ごみと 、 事業活動から 発生する事業ごみに分別し てく ださ い。

●家庭ごみは菊陽町で収集し ますので、 地域のごみ集積所へ出し てく ださ い。 事業ごみ

については菊陽町で収集し ませんので、 排出事業者自ら が処理し て下さ い。

●事業ごみと 家庭ごみを 分別し ていない場合は、 全て事業ご

みと みなし 、 菊陽町では収集し ません。

措置命令違反

無許可業者への
委託違反

投棄禁止違反

廃棄物の
焼却違反

委託基準違反

改善命令違反

報告義務違反

立入調査の
拒否、妨害、忌避

両罰規定

違反行為 根拠条文 罰則の内容違反条項 

一般廃棄物（ 特別管理一般廃
棄物）の処理基準に適合しない
処分が行なわれ、生活環境の
保全上支障が生じ 、又は生ずる
おそれがあると認めるときに必要
な限度においてその支障の除
去又は発生の防止のために必
要な措置命令に違反した者

一般廃棄物の処理を無許可業
者に委託した者

廃棄物をみだりに捨てた者若し
くは未遂の物

処理基準に違反して廃棄物を
焼却した者若しくは未遂の物

委託基準に違反して一般廃棄
物又は産業廃棄物の処理を他
人に委託した者

廃棄物の処理基準に適合しない
保管、収集、運搬、処分が行なわ
れ、当該廃棄物の保管、収集、運
搬、処理の方法の変更その他必
要な改善命令に違反した者

報告をせず、又は虚偽の報告を
した者

廃棄物の保管、帳簿書類その他
の物件を検査しようとしたとき、検
査を拒み、妨げ、又は忌避した者

法人の代表者又は法人若しくは
人の代理人、使用人その他の
従業員が、その法人又は業務に
関し、違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又
は人も罰せられます。

第6条の2
第7項
第12条第6項

第19条の3

第18条

第19条第1項

第25条第1項第1
号から 第4号まで、
第12号、第14号、
第15号又は第2項

第25条第1項（ 第32
条第1項第1号に規定
するものを除く 。）、第
26条、第27条、第27条
第2号、第28条第2号、
第29条又は第30条

第30条第7号

第30条第8号

第26条
第1項第1号 

第26条
第1項第2号

第32条
第1項第1号

第32条
第1項第2号

第6条の2
第6項

第16条

第16条の2

第25条
第1項第6号

第25条
第1項第14号
第25条第2項

5年以下の懲役
若しくは

1千万円以下の
罰金または併科

3年以下の懲役
若しくは

300万円以下の
罰金又は併科

30万円以下の
罰金

法人に3億円
以下の罰金刑

各条の規定の
罰金刑

第25条
第1項第15号
第25条第2項

第19条の4
第1項

第25条
第1項第5号



　 菊陽町では、 ごみの分別排出を 促進し 、 リ サイ ク ルをより 一層推進す

るため、 ごみを 排出する際には、 「 中身のみえるごみ袋（ 透明または半

透明） 」 の使用を 推奨し て

おり ます。 事業系一般廃棄

物を 袋で 排出さ れる 際に

は、 「 中身の見え る ご み

袋」 を使用し てく ださ い。

　 菊池広域連合　 菊池環境工場（ ク リ ーン の森合志） へ搬入さ れる 事業系一般廃棄物の中に

は、 産業廃棄物（ 主に発砲スチロールやペッ ト ボト ル等の廃プラ スチッ ク 類） などの搬入不適

物（ ※） の混入が見受けら れるこ と から 、 こ れら の搬入を 防止するため、 搬入物検査を 実施し

ています。

　 検査において搬入不適物が発見さ れれば収集業者から 事情聴取のう え指導を 行う と と も に、

ごみを 排出し た事業者に対し て、 個別に赴き 、 事業系廃棄物の処理状況の確認、 一般廃棄物・

産業廃棄物の適性処分・ 適性処理等について啓発指導を行います。

※資源化可能な紙類についても 、 検査の対象と なり ます。

許可業者が搬入し た廃棄物を検査し たと こ ろ、 次の物が多く 含まれていまし た。

産業廃棄物は菊池広域連合　 環境工場には搬入出来ません。 資源物は環境美化セン タ ー

で処理さ れますので、 燃えるごみと 資源物は適切に分別し てく ださ い。

菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）における搬入物の検査

菊池環境工場(クリ ーンの森合志)に搬入でき ないも の

注射器等
（ 産業廃棄物）

弁当柄(プラ スチッ ク )
（ 産業廃棄物）

段ボール
（ 資源紙類）環境美化センタ ーへ

プラ スチッ ク 製容器包装類
（ 産業廃棄物）

ビニール・ PETボト ル等
（ 産業廃棄物）

紙製容器包装類
（ 資源紙類）環境美化センタ ーへ



菊陽町環境生活課    TEL096-232-2114

菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）（ 燃やすごみ） TEL096-248-0330

○菊池広域連合　 環境工場等に持ち込む場合の搬入料金及び搬入時間等

※日曜日は搬入でき ません。 祝日は搬入でき る場合があり ますので、

　 ホームページで確認し ていただく か、菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）

　 へお尋ねく ださ い。

菊池広域連合　 TEL096-342-5395

（ 一社）熊本県産業資源循環協会
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光の森 三里木 原 水 肥後大津

菊陽バイ パス 大津バイ パス


